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議案第１号 

 

令和５年度 かほく市一般会計予算 

 

 令和５年度のかほく市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，６２０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第

２表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第３表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は２，０００，０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.市税 4,320,497

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算

  1.市民税 1,945,153

  2.固定資産税 1,703,824

  3.軽自動車税 116,561

  4.市たばこ税 217,912

  5.都市計画税 337,047

  2.地方譲与税 117,663

  1.地方揮発油譲与税 28,979

  2.自動車重量譲与税 82,000

  3.森林環境譲与税 6,684

  3.利子割交付金 1,100

  1.利子割交付金 1,100

  4.配当割交付金 34,000

  1.配当割交付金 34,000

  5.株式等譲渡所得割交付金 20,300

  1.株式等譲渡所得割交付金 20,300

  6.法人事業税交付金 71,000

  1.法人事業税交付金 71,000

  7.地方消費税交付金 908,800

  1.地方消費税交付金 908,800

  9.環境性能割交付金 9,800

 10.地方特例交付金 63,800

  1.環境性能割交付金 9,800

  1.ゴルフ場利用税交付金 28,300

  8.ゴルフ場利用税交付金 28,300
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

  1.地方特例交付金 55,800

  2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

    塡特別交付金 8,000

 11.地方交付税 5,893,000

  1.地方交付税 5,893,000

 12.交通安全対策特別交付金 2,100

  1.交通安全対策特別交付金 2,100

 13.分担金及び負担金 54,933

  1.負担金 54,933

 14.使用料及び手数料 168,923

  1.使用料 155,093

  2.手数料 13,830

 15.国庫支出金 1,725,608

  1.国庫負担金 1,414,240

  2.国庫補助金 303,445

  3.委託金 7,923

 16.県支出金 986,651

  1.県負担金 640,438

  2.県補助金 271,397

  3.委託金 74,816

 17.財産収入 93,139

  1.財産運用収入 93,138

  2.財産売払収入 1

 18.寄附金 334,001

  1.寄附金 334,001

- 5 -



(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

 19.繰入金 872,764

  1.他会計繰入金 2

  2.基金繰入金 872,762

 20.繰越金 10,000

  1.繰越金 10,000

 21.諸収入 380,821

  1.延滞金、加算金及び過料 4,000

  2.市預金利子 1

  3.貸付金元利収入 2

  4.受託事業収入 1,499

  5.雑入 375,319

 22.市債 1,522,800

  1.市債 1,522,800

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 17,620,000
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(単位：千円)

  1.議会費 161,198

  2.総務費 2,377,068

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.議会費 161,198

  3.戸籍住民基本台帳費 119,923

  4.選挙費 46,557

  1.総務管理費 1,993,686

  2.徴税費 189,192

  3.民生費 6,097,258

  1.社会福祉費 2,703,237

  5.統計調査費 12,562

  6.監査委員費 15,148

  4.衛生費 1,051,768

  1.保健衛生費 709,999

  2.児童福祉費 3,094,124

  3.生活保護費 299,897

  5.労働費 29,068

  1.労働諸費 29,068

  2.清掃費 316,069

  3.上水道費 25,700

  6.農林水産業費 340,379

  7.商工費 347,858

  1.商工費 347,858

  1.農業費 311,167

  2.林業費 27,584

  3.水産業費 1,628
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 14.予備費 20,000

  1.予備費 20,000

  1.公債費 2,674,014

 13.諸支出金 1

  1.普通財産取得費 1

  2.公共土木施設災害復旧費 1

  3.文教施設災害復旧費 1

 12.公債費 2,674,014

  6.学校給食費 347,643

 11.災害復旧費 4

  1.農林水産施設災害復旧費 2

  3.中学校費 313,629

  4.社会教育費 605,349

  5.保健体育費 849,297

 10.教育費 2,596,249

  1.教育総務費 109,116

  2.小学校費 371,215

  5.住宅費 34,134

  9.消防費 531,827

  1.消防費 531,827

  2.道路橋りょう費 390,031

  3.河川費 24,781

  4.都市計画費 896,058

　款　 　項　 　　金　　額　　

  8.土木費 1,393,308

  1.土木管理費 48,304

(単位：千円)
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　款　 　項　 　　金　　額　　

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 17,620,000

(単位：千円)
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事 項 期 間 限 度 額

行政デジタル化推進事業
令和６年度から
令和１０年度まで

69,725千円

福祉巡回バス車両更新事業 令和６年度 24,000千円

地域計画策定業務 令和６年度 2,000千円

図書館システム更改事業
令和６年度から
令和１０年度まで

42,832千円

市史編纂作業支援業務委託 令和６年度 9,300千円

第２表　　債務負担行為
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

臨 時 財 政 対 策 79,300     

庁 舎 改 修 事 業 42,800     

ケ ー ブ ル テ レ ビ
整 備 事 業

119,200    

集 会 施 設 改 修 事 業 1,600      

公 園 遊 具 整 備 事 業 5,400      

七塚健康福祉センター
整 備 事 業

30,500     

宇 ノ 気 保 健 福 祉
セ ン タ ー 整 備 事 業

55,000     

認 定 こ ど も 園 等
改 修 事 業

4,700      

白 尾 児 童 館
防 水 改 修 事 業

1,600      

こ ど も 園 改 修 事 業 5,700      

上 水 道 事 業
一 般 会 計 出 資 金

25,700     

横 山 駅 西 駐 輪 場
改 修 事 業

800        

第３表　地方債

普通貸借
又は

証券発行

   年３.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

担 い 手 育 成 基 盤
整 備 事 業

23,300     

た め 池 整 備 事 業 900        

土地改良施設整備事業 2,000      

農 道 橋 長 寿 命 化 事 業 42,900     

道 の 駅 整 備 事 業 31,900     

県 道 負 担 金 事 業 4,200      

市 道 ネ ッ ト ワ ー ク
整 備 事 業

119,000    

雪 寒 対 策 事 業 3,100      

除 雪 対 策 事 業 9,000      

河 川 改 修 事 業 15,000     

浸 水 対 策 事 業 8,000      

公 営 住 宅 整 備 事 業 500        

普通貸借
又は

証券発行

   年３.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

消防防災施設整備事業 22,800     

消 防 資 機 材 整 備 事 業 3,900      

学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 環 境
整 備 事 業

30,800     

小 学 校 設 備 等
改 修 事 業

4,300      

中 学 校 設 備 等
改 修 事 業

50,500     

海 と 渚 の 博 物 館
整 備 事 業

34,500     

西田記念哲学館整備事業 900        

公 民 館 施 設 整 備 事 業 11,300     

宇 ノ 気 生 涯 学 習
セ ン タ ー 整 備 事 業

165,300    

七塚生涯学習センター
整 備 事 業

5,800      

体 育 施 設 整 備 事 業 13,100     

か ほ く 市 総 合 体 育 館
整 備 事 業

540,200    

学校給食施設整備事業 7,300      

計 1,522,800  

普通貸借
又は

証券発行

   年３.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。
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令和５年度 かほく市営バス事業特別会計予算 
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議案第２号 

 

令和５年度 かほく市営バス事業特別会計予算 

 

 

 令和５年度のかほく市営バス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は４，０００千円と定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 14,800

  6.諸収入 2

  1.市預金利子 1

  2.雑入 1

  1.他会計繰入金 8,050

  5.繰越金 1

  1.繰越金 1

  3.財産収入 1

  1.財産運用収入 1

  4.繰入金 8,050

  1.利用料収入 1,541

  2.県支出金 5,205

  1.県補助金 5,205

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.利用料収入 1,541

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 14,749

  2.公債費 1

  1.公債費 1

  1.総務管理費 1

  2.バス営業費 14,748

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 14,800

  3.予備費 50

  1.予備費 50
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令和５年度 かほく市墓地特別会計予算 
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議案第３号 

 

令和５年度 かほく市墓地特別会計予算 

 

 

 令和５年度のかほく市墓地特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５８，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第２表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１，０００千円と定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  1.市債 253,400

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 258,500

  1.市預金利子 1

  2.雑入 1

  6.市債 253,400

  4.繰越金 1

  1.繰越金 1

  5.諸収入 2

  3.繰入金 2

  1.他会計繰入金 1

  2.基金繰入金 1

  1.使用料 5,055

  2.財産収入 40

  1.財産運用収入 40

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.使用料及び手数料 5,055

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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(単位：千円)

  1.墓地費 254,546

  2.基金費 3,774

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.事業費 258,320

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 258,500

  2.公債費 180

  1.公債費 180
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

墓 地 整 備 事 業 253,400    
普通貸借

又は
証券発行

   年３.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て、利率見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の利率）

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金について
は、その貸付条件による。その他の資金については､借
入先の融通条件による。

　但し、市財政の都合により据置期間を短縮し、もし
くは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

計 253,400    

第２表　地方債
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令和５年度 かほく市ケーブルテレビ事業特別会計予算 

 

- 27 -



- 28 -



 

議案第４号 

 

令和５年度 かほく市ケーブルテレビ事業特別会計予算 

 

 

 令和５年度のかほく市ケーブルテレビ事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０５，２００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１０，０００千円と定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  1.市預金利子 1

  2.雑入 1

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 105,200

  4.繰越金 1

  1.繰越金 1

  5.諸収入 2

  3.繰入金 8,229

  1.他会計繰入金 1

  2.基金繰入金 8,228

  1.使用料 93,098

  2.財産収入 3,870

  1.財産運用収入 3,870

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.使用料及び手数料 93,098

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 105,199

  1.公債費 1

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 105,200

  1.総務管理費 105,199

  2.公債費 1
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令和５年度 かほく市国民健康保険特別会計予算 
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議案第５号 

 

令和５年度 かほく市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 令和５年度のかほく市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，３８９，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は３００，０００千円と定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  3.雑入 2,503

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 3,389,000

  8.諸収入 5,658

  1.延滞金、加算金及び過料 3,154

  2.市預金利子 1

  2.基金繰入金 37,000

  7.繰越金 1

  1.繰越金 1

  1.財産運用収入 380

  6.繰入金 229,300

  1.他会計繰入金 192,300

  1.県補助金 2,581,250

  2.財政安定化基金交付金 1

  5.財産収入 380

  3.国庫支出金 1

  1.国庫補助金 1

  4.県支出金 2,581,251

  1.国民健康保険税 572,407

  2.使用料及び手数料 1

  1.手数料 1

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.国民健康保険税 572,407

  1.財政安定化基金貸付金 1

  9.市債 1

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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(単位：千円)

  1.総務管理費 21,824

  2.徴税費 2,295

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 24,127

  1.保険給付費 2,525,096

  3.国民健康保険事業費納付金 801,738

  3.運営協議会費 8

  2.保険給付費 2,525,096

  1.財政安定化基金拠出金 1

  5.共同事業拠出金 1

  1.国民健康保険事業費納付金 801,738

  4.財政安定化基金拠出金 1

  1.保健事業費 33,662

  7.基金積立金 320

  1.共同事業拠出金 1

  6.保健事業費 33,662

  1.公債費 1

  2.財政安定化基金償還金 1

  1.基金積立金 320

  8.公債費 2

  9.諸支出金 3,053

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 3,389,000

  1.償還金及び還付加算金 3,053

 10.予備費 1,000

  1.予備費 1,000
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令和５年度 かほく市後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第６号 

 

令和５年度 かほく市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 令和５年度のかほく市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５４０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  2.償還金及び還付加算金 701

  3.雑入 1

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 540,000

  1.繰越金 1

  5.諸収入 752

  1.延滞金及び過料 50

  3.繰入金 155,726

  1.他会計繰入金 155,726

  4.繰越金 1

  1.後期高齢者医療保険料 383,520

  2.使用料及び手数料 1

  1.手数料 1

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.後期高齢者医療保険料 383,520

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 11,969

  2.後期高齢者医療広域連合納付金 527,329

  1.後期高齢者医療広域連合納付金 527,329

  1.総務管理費 1,444

  2.徴収費 10,525

  2.繰出金 1

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 540,000

  3.諸支出金 702

  1.償還金及び還付加算金 701
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令和５年度 かほく市介護保険特別会計予算 
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議案第７号 

 

令和５年度 かほく市介護保険特別会計予算 

 

 

 令和５年度のかほく市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，４１７，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は２００，０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  9.繰越金 1

  1.延滞金、加算金及び過料 2

  3.雑入 1,002

  2.市預金利子 1

 10.諸収入

  8.繰入金 515,822

  1.一般会計繰入金 505,506

  2.基金繰入金 10,316

  1.財産運用収入 2,160

  7.寄附金 1

  1.寄附金 1

  1.県負担金 459,082

  2.県補助金 25,128

  6.財産収入 2,160

  4.支払基金交付金 890,061

  1.支払基金交付金 890,061

  5.県支出金 484,210

  3.国庫支出金 764,667

  1.国庫負担金 582,698

  2.国庫補助金 181,969

  1.介護保険料 759,071

  2.使用料及び手数料 2

  1.手数料 2

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.介護保険料 759,071

1,005

  1.繰越金 1

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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　款　 　項　 　　金　　額　　

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 3,417,000

(単位：千円)
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(単位：千円)

  1.総務管理費 15,221

  2.介護認定審査会費 28,533

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 44,223

  1.介護サービス等給付費 3,203,277

  2.その他諸費 2,223

  3.計画策定委員会費 469

  2.保険給付費 3,205,500

  2.包括的支援事業・任意事業費 65,224

  3.社会保障充実事業費 6,196

  3.地域支援事業費 162,456

  1.介護予防・日常生活支援総合事業費 91,036

  5.公債費 20

  1.公債費 20

  4.基金積立金 2,160

  1.基金積立金 2,160

  2.繰出金 1

  3.延滞金 1

  6.諸支出金 1,641

  1.償還金及び還付加算金 1,639

  7.予備費 1,000

  1.予備費 1,000

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 3,417,000
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令和５年度 かほく市大海財産区特別会計予算 
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議案第８号 

 

令和５年度 かほく市大海財産区特別会計予算 

 

 

 令和５年度のかほく市大海財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９４４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１，０００千円と定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  1.市預金利子 1

  2.雑入 1

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 944

  4.繰越金 1

  1.繰越金 1

  5.諸収入 2

  2.財産売払収入 1

  3.繰入金 393

  1.基金繰入金 393

  1.賦課金 167

  2.財産収入 381

  1.財産運用収入 380

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.賦課金 167

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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(単位：千円)

  1.管理会費 152

  2.総務費 740

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.管理会費 152

  1.林業費 1

  4.公債費 1

  1.総務管理費 740

  3.林業費 1

  1.予備費 50

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 944

  1.公債費 1

  5.予備費 50
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令和５年度 かほく市水道事業会計予算 
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議案第９号 

 

令和５年度 かほく市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度のかほく市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

   （１）給 水 戸 数              １３，５００戸 

   （２）年 間 総 給 水 量           ３，５１３，６００㎥ 

   （３）一 日 平 均 給 水 量               ９，６００㎥ 

   （４）主 要 な 建 設 改 良 事 業     配 水 施 設 整 備 事 業  ２０９，１１４千円 

                    取 水 及 び 浄 水 施 設 整 備 事 業  ３５４，８６０千円 

 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収   入 

第 １ 款     水 道 事 業 収 益        ７１９，５４７千円 

第 １ 項     営 業 収 益       ６５５，０１０千円 

第 ２ 項     営 業 外 収 益        ６４，５３６千円 

第 ３ 項     特 別 利 益             １千円 

 

支   出 

第 １ 款     水 道 事 業 費 用        ６９１，６７０千円 

第 １ 項     営 業 費 用       ６４３，８６０千円 

第 ２ 項     営 業 外 費 用        ４７，５１０千円 

第 ３ 項     特 別 損 失           ３００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２０２，６１０千

円は当年度分消費税資本的収支調整額４９，８２８千円、過年度分損益勘定留保資金３７，４６１千円及び当年度分損益勘定留

保資金１１５，３２１千円で補てんするものとする。）。 

 

収   入 

第 １ 款     資 本 的 収 入          ５４１，８８０千円 

第 １ 項     企 業 債       ４８６，９００千円 

第 ２ 項     工 事 負 担 金         １，９８０千円 

第 ３ 項     他 会 計 出 資 金        ２５，７００千円 

第 ４ 項     国 庫 補 助 金        ２７，３００千円 

 

支   出 

第 １ 款     資 本 的 支 出          ７４４，４９０千円 

第 １ 項     建 設 改 良 費       ５７１，４３２千円 

第 ２ 項     企 業 債 償 還 金       １７３，０５８千円 

 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期   間 限  度  額 

中沼配水場更新事業 令和６年度 ２２０，０００千円 

 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

建 設 改 良 事 業 ４８６，９００千円 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年３．０％以内 

 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる資金につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

 政府資金又は地方公共団体金融機構資金に

ついては、その貸付条件による。その他の資

金については、借入先の融通条件による。 

 

 但し、企業財政の都合により据置期間を短

縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えす

ることができる。 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

   （１）職 員 給 与 費                ４１，１５９千円 

 

 

   

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、８，２６６千円と定める。 

 

 

令和５年２月２４日提出 

かほく市長  油野 和一郎 
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令和５年度 かほく市下水道事業会計予算 
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議案第１０号 

 

令和５年度 かほく市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度のかほく市下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

   （１）処 理 戸 数              １２，５００戸 

   （２）年 間 有 収 水 量           ３，３６７，２００㎥ 

   （３）一 日 平 均 有 収 水 量               ９，２００㎥ 

   （４）主 要 な 建 設 改 良 事 業     管 路 施 設 整 備 事 業    ５０，８００千円 

                    処 理 場 施 設 整 備 事 業   １６６，５００千円 

                    浄 化 槽 施 設 費     ９，７０２千円 

 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収   入 

第 １ 款     下 水 道 事 業 収 益       １，６６１，５７８千円 

第 １ 項     営 業 収 益          ５４９，９００千円 

第 ２ 項     営 業 外 収 益        １，１１１，６７６千円 

第 ３ 項     特 別 利 益                ２千円 

 

支   出 

第 １ 款     下 水 道 事 業 費 用       １，６２８，６９９千円 

第 １ 項     営 業 費 用        １，４９７，４９５千円 

第 ２ 項     営 業 外 費 用          １３０，８４４千円 

第 ３ 項     特 別 損 失              ３６０千円 

- 65 -



 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９１５，６７０千

円は当年度分消費税資本的収支調整額９，８２０千円、当年度損益勘定留保資金７３７，３１９千円及び減債積立金１６８，５

３１千円で補てんするものとする。）。 

 

収   入 

第 １ 款     資 本 的 収 入          ４１４，５００千円 

第 １ 項     企 業 債       ２１０，２００千円 

第 ２ 項     国 県 等 補 助 金       １０８，３５０千円 

第 ３ 項     分 担 金 及 び 負 担 金         ８，９５０千円 

第 ４ 項     他 会 計 出 資 金        ８７，０００千円 

 

支   出 

第 １ 款     資 本 的 支 出        １，３３０，１７０千円 

第 １ 項     建 設 改 良 費       ２３３，６７５千円 

第 ２ 項     企 業 債 償 還 金     １，０９６，４９５千円 

 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

下 水 道 事 業 ２１０，２００千円 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年３．０％以内 

 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる資金につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

 政府資金又は地方公共団体金融機構資金に

ついては、その貸付条件による。その他の資

金については、借入先の融通条件による。 

 

 ただし、企業財政の都合により据置期間を

短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換え

することができる。 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

   （１）職 員 給 与 費                １５，４５２千円 

 

 

（他会計からの補助金） 

第７条 下水道事業に助成するため、かほく市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、６２５，０００千円である。 

 

 

令和５年２月２４日提出 

 

かほく市長  油野 和一郎 

  

- 67 -


